
提出先：すみだ産業会館　指定管理者
 催事名

団体名 (モニター）

〒

〇団体所在地 ☎　　　　  （　　　　　　）

〇登録済み代表者

　　　〇問合せ先連絡先

〇窓口に来られた方

〇支払い方法　【 現金　 クレジット　　振込（　　　　/        )　】 ←　〇印をつけてください

〇振込の場合の利用承認書の送付先

〒

※個人情報の取り扱いについて裏面をご確認ください。

下記のとおり利用したく申請します。

利用№ ―

区　内

区　外

（　 　　　　）

記

年　　　　月　　　　日展示室（ホール）利用申請書

担当 館長 　　月　　日

保存３年

公開
申請のとおり承認する

予約台帳 業務連絡 システム 振込台帳 提出書類一式

(黒） 報告書(青） 入力（ＰＣ） (緑） （6枚セット）お渡し

(特） (特） (特） （特）

28.8 96.2 112.2
104.2
（52.1）

31.2 21.0 70.1 81.9
76.4.

（38.２）
22.9 15.8 52.7 61.6

５６．９
（28.4）

17 7.3 24.6 29.0
26.7

（13.3）
8

31.7 105.8 123.4
1１4.６
（57.3）

34.3 23.1 77.1 90.0
８４．０

（42.0）
25.2 17.3 57.9 67.7

62.5
（31.2）

18.7 8.1 27.0 31.9
29.3

（14.6）
18.7

利用数

区外利用料

Ａ（1,200㎡）
　
夜
間

延
長

Ｂ（822㎡）

区内利用料

延
長

会
期

搬
出

延
長

延
長

午
前

午
後

　
夜
間

午
前

午
後

Ｄ（２５６㎡）
　
夜
間

延
長

午
後

利用料金合計

　
夜
間

延
長

午
後

午
前

飲食　【　有　・　無　】

延
長

延
長

午
前

予定人員　　　　　　　　　人

Ｃ（570㎡）利用日

月 日

利用目的

搬
入

区分

2023年4月改訂

すみだ産業会館 個人情報の取扱いについて



すみだ産業会館 個人情報の取扱いについて

・ すみだ産業会館、墨田区が所有する施設の利用及び事業に関する全ての書類で記入された

個人情報は墨田区に帰属します。

・ 取得した個人情報は個人情報保護法に則り、適切に管理を行います。

・ 指定管理者（株式会社 丸井）は、墨田区条例及び規則に定める事業を遂行する範囲内

でのみ利用者の個人情報を取得し、利用します。主な事業は以下の通りです。

１. すみだ産業会館 各室利用予約・利用申請など

２. 施設予約システムによる区内他施設の利用予約・利用申請など

３. すみだ産業会館、墨田区、墨田区が定める公的団体が実施する事業の参加申込、

事業案内の送付（希望者のみ）など

・ 取り扱う個人情報は直接本人から取得いたします。ただし、次のいずれかに該当する

場合を除きます。

１. 本人の同意を得たとき

２. 法令又は条例に定めのあるとき

３. 本人の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき

４. 出版、報道等により現に公知性のある個人情報を取得するとき

５. 指定実施機関（墨田区長）があらかじめ墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運

営審議会の意見を聞いて、本人以外のものから取得することを特に必要と認めたとき

・ 取得した個人情報は外部に提供、開示いたしません。ただし、次のいずれかに該当する場

合はその全部または一部を外部に提供、開示する場合があります。

１. 本人の同意を得たとき

２. 法令又は条例に定めのあるとき

３. 本人の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得な

いとき

４. 墨田区条例及び規則に定める事業を遂行するために、必要最小限の範囲で情報

を提供する場合（例：すみだ産業会館、錦糸町マルイの共用部の利用に関する

届出《※搬入出時の使用届など》に必要な情報）

５. 公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合

・ 取得した個人情報については開示請求、訂正要求、利用停止要求を行う事が出来ます。

この場合、個人情報保護法に則り、適切に対応致します。

すみだ産業会館指定管理者

株式会社 丸井
2023.4.改訂 サイズA4 株式会社 丸井


